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「持
戒
清
浄
印
明
」
考

は
じ
め
に

大
聖
文
殊
告
日

口
侍
云
末
代
四
部
弟
子
破
戒
ナ
ル
故
此
持
戒
清
浄

秘
印
汝
二
授
也
世
間
流
布
シ
テ
有
情
ヲ
利
益
ス
ヘ
シ

此
戒
ハ
佛
性
無
漏
之
三
摩
耶
戒
秘
密
印
明
也

紀
州
自
上
峯
松
木
本
・手
親
大
聖
文
殊
菩
薩

影
向
ァ
リ
テ
明
恵
上
人
二
授
玉
フ
ト
一ム云

右
は
随
心
院
蔵

「持
戒
清
浄
印
信
」
２

四
〇
函
六
〇
号
）
の
包
紙
裏

に
記
さ
れ
て
い
る
章
句
で
あ
り
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
に
つ
い
て
最
も

端
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
紀
州
自
上
の
峯
で
修
行
中
の
明

恵
に
、
文
殊
菩
薩
が
影
向
し
て
、
末
世
の
有
情
を
利
益
す
る
た
め
に

「佛
性
無
漏
之
三
摩
耶
戒
秘
密
印
明
」
で
あ
る
持
戒
清
浄
の
秘
印
を
授

け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「秘
密
印
明
」
と
そ
れ
を
伝
授

し
た
相
承
血
泳
を
記
し
た
も
の
が

「持
戒
清
浄
印
明
」
と
し
て
、
様
々

な
位
相
を
も

っ
て
流
布
し
て
い
る
。

本
印
明
に
対
す
る
研
究
は
田
中
久
夫
氏
が
金
沢
文
庫
本
の
存
在
を
明

中

山

一
麿

ら
か
に
さ
れ
、
『
明
恵
上
人
伝
記
』
（以
下

『伝
記
Ｌ

と

『高
山
寺
明
恵

上
人
行
状
』
（以
下

「
何
状
し

の
記
事
の
岨
嬬
や
、
霊
典
系
の
印
明
の

流
布
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
た
。
次
い
で
納
富
常
天
氏
が
二
六
本
の
伝
本

を
紹
介
、
整
理
さ
れ
て
、
定
真
系

・
喜
海
系
の
印
明
の
伝
播
や
叡
山
文

庫
本
の

「持
戒
清
浄
印
明
功
徳
因
縁
」
の
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
両
氏
の
卓
論
を
受
け
て
旧
稿
で
は
、
随
心
院
に
蔵
さ
れ
る
十
種

の

「持
戒
清
浄
印
明
」
を
中
心
に
様
々
な

「持
戒
清
浄
印
明
」
の
形
態

や
位
相
を
紹
介
し
、
伝
本
間
の
異
同
の
問
題
か
ら
伝
本
と
血
泳
の
関
係

に
つ
い
て
論
述
し
た
。
た
だ
、
旧
稿
に
於
い
て
は
、
各
伝
本
の
独
自
本

文
や
特
徴
の
紹
介
に
紙
面
を
割
い
た
為
、
そ
れ
を
受
け
た
論
述
に
十
分

な
用
例
を
提
示
で
き
な
か

っ
た
。
本
稿
で
は
伝
本
個
々
の
諸
相
に
つ
い

て
は
旧
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
の
成

立
か
ら
伝
来
の
問
題
に
つ
い
て
、
旧
稿
で
示
し
得
な
か

っ
た
用
例
や
考

察
を
加
え
て
論
述
し
て
い
く
。

一
、
文
殊
か
ら
明
恵

ヘ

文
殊
か
ら
明
恵
に

「
持
戒
清
浄
印
明
」
が
授
け
ら
れ
た
と
い
う
文
証

-75-



は
、
承
久
二
年

（
〓

〓
一〇
）
の
頃
石
水
院
に
於
い
て
夢
中
に
文
殊
が

示
現
し
て
明
恵
に
持
戒
清
浄
の
印
を
授
け
た
、
と
す
る
記
事
が

『
伝

記
』
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
印
明
授
与
は

「
紀
州
自
上
の
峯
」
で
あ

り
、
響
同
山
寺
石
水
院
」
で
は
な
い
。
『伝
記
』
が
依
拠
し
た

『行
状
』

の
該
当
部
分
を
見
る
と
、
印
明
授
与
の
記
事
は
無
く
、
『
伝
記
』
作
者

の
補
入
で
あ
る
事
が
わ
か
り
、
『
伝
記
』
の
記
事
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。

従

っ
て
、
印
明
授
与
の
文
証
は
資
料
的
に
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

が
、
明
恵
が
夢
中
や
禅
定
中
に
文
殊
を
感
得
し
た
と
い
う
記
事
は
、

『行
状
』
そ
の
他
に
多
く
見
え
、
最
初
の
感
得
が
、
建
久
六
年

（
一
九

九
五
）
秋
頃
か
ら
建
久
八
年
に
か
け
て
の
紀
州
滞
在
時
に
、
自
上
の
峯

で
の
出
来
事
で
あ

っ
た
と
、
『
行
状
』
の
記
事
か
ら
わ
か
る
。

ま
た
、
明
恵
の
遺
跡
と
し
て
、
紀
州
の
八
ヶ
所
に
卒
塔
婆
が
現
存
じ

て
い
る
が
、
そ
の

一
つ
に
こ
の
自
上
の
峯
の
卒
塔
婆
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
碑
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

建
久
之
比
蟄
居
修
練
　
　
十

一
月
十
九
日
造
立
之

金
剛
蔵
菩
薩
　
之
間
文
殊
浮
空
　
　
　
　
〓暴
禎
二
年

中
現
形
之
所
　
　
　
　
　
比
丘
喜
海
謹
記

以
上
の
こ
と
は
、
田
中
氏
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
碑
文
に
関
し
て
は
、
『施
無
畏
寺
文
書
』
に

「率

塔
婆
尊
主
名
注
進
」
と
い
う
喜
海
筆
の
文
書
が
残

っ
て
お
り
、
こ
の
碑

文
の
史
料
価
値
を
保
証
す
る
。
松
本
保
千
代
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

喜
海
は
上
人
が
示
寂
し
た
翌
天
福
元
年

（
〓
〓
壬
こ

栂
尾
の
拐

伽
山
中
の
華
宮
殿
な
ど
に
板
塔
婆
を
た
て
た
が
、
紀
州
の
処
々
に

お
け
る
上
人
の
修
行
の
跡
を
示
さ
ん
た
め
に
、
八
所
遺
跡
の
率
塔

婆
造
立
を
考
え
、
栂
尾
の
竹
内
住
房
で
そ
の
銘
文
の
案
を
記
し
、

嘉
禎
二
年

（
〓

〓
一二
〇

一
一月
八
日
、
紀
州
の
恵
光
房

の
許

ヘ

造

っ
た
。
恵
光
房
は
恐
ら
く
上
人
の
門
下
で
施
無
畏
寺
の
住
持
で

も
あ

っ
た
方
だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
意
を
う
け
た
人
々
に
よ

っ

て
、
面
広

一
尺

一
寸
、
厚
さ
九
寸
、
地
下
に
三
尺
、
地
上
に

一
丈

と
い
う
木
の
率
塔
婆
を
十

一
月
十
五
日
造
立
供
養
さ
れ
た
。
現
存

の
石
造
率
塔
婆
は
木
材
が
朽
ち
た
の
で
、
百
年
た

っ
た
康
永
三
年

盆
（国
五
年
／

一
三
四
四
）
に
湯
浅
党
有
縁
の
勧
進
聖
排
迂
が
有
志

の
勧
進
を
得
て
、
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
に
も
と
の
銘
文
を
刻

ん
で
造
立
し
た
も
の
で
、
弁
迂
再
度
の
趣
意
と
そ
れ
ぞ
れ
の
率
塔

婆
建
立
の
そ
の
時
の
願
主
が
銘
文
に
加
え
て
い
る
。

『行
状
』
の
記
事
や
こ
の
卒
塔
婆
の
碑
文
が
喜
海
に
よ

っ
て
刻
ま
れ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
明
恵
が
自
上
の
峯
で
文
殊
を
感
得
し
た

の
は
事
実
と
し
て
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
問
題
は
、
印
明
の
授
与
が
有

っ

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
文
殊
顕
現

前
後
の

『
行
状
』
の
記
事
よ
り
判
断
し
た
い
。

明
恵
の
紀
州
下
向
は
、
「
建
久
ノ
比
、
白
上
ノ
修
行
思
ヒ
企
シ
時
キ

（中

略
）
同
六
年
秋
比
、
高
尾
ヲ
出
ス

衆
中
フ
辞
シ
テ
、
聖
教
フ
荷
ヒ
佛
像

フ
負
ス

紀
州
二
下
向
、
湯
混
ノ
栖
原
村
白
上
ノ
峯

二
一
宇
ノ
草
奄
ヲ
立
テ

居
ヲ
シ
ム
」
と
い
っ
た
覚
悟
の
も
と
で
の
事
で
あ
り
、
こ
の
時
二
十
三

歳
の
若
き
明
恵
は
こ
こ
で

「
形
フ
ャ
ツ
シ
テ
人
間
ヲ
辞
く

志
フ
堅
ビ
ァ

如
末
ノ
ア
ト
ヲ
フ
マ
ム
コ
ト
フ
思
く

（中
略
）
働
テ
大
願
フ
立
・壬
心
ヲ
カ
タ

ク
シ
テ
、
佛
眼
如
末
ノ
御
前
ニ
シ
テ
耳
フ
カ
ラ
ケ
テ
佛
壇
ノ
足
二
結
ヒ
ツ
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ケ
テ
、
刀
ヲ
取
テ
右
耳
ヲ
裁
ご

と
い

つ
た
決
意
を
示
し
、
そ
の
後
、

「我
モ
其
中
二
父
ハ
リ
列
ナ
レ
ル
心
地
ミ

カ
ナ
シ
ミ
ヱ
涙
ヲ
ノ
コ
ヒ
、
耳

ノ
イ
タ
サ
ヲ
シ
ノ
ヒ
テ
、
泣
々
ク
啓
フ
ア
ケ
テ
」
華
厳
経
十
地
品
を
誦

し
て
い
た
そ
の
時
に
文
殊
が
顕
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
壮
絶
な
宗
教
体
験
が
そ
の
後
の
明
恵
に
与
え
た
影
響
は
想
像
に

難
く
な
い
。
明
恵
は
後
に
、
「幼
少
ノ
昔
、
文
殊
フ
師
ト
ン
テ
大
智
恵
フ
ヱ

ム
ト
祈
請
シ
始
シ
ヨ
リ
、

ツ
イ
ニ
終
焉
ノ
期

二
至
了
く

上
（志
カ

ハ
ル
事

ナ
シ
、
然
レ
者
或
ハ
夢
中
二
異
僧
神
人
二
対
シ
テ
法
フ
受
矢

或
ハ
現
二
文
殊

ヲ
見
二
迄
へ
ｋ
」
と
い
っ
て
お
り
、
生
涯
に
亘

っ
て
文
殊
を
信
奉
し
た
。

更
に
夢
中
に
異
僧
神
人
か
ら
法
を
受
け
た
と
い
う
事
と
文
殊
顕
現
を
併

述
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
続
け
て
明
恵
は

「
又
上
人
其
昔
夢
ニ

一
人
ァ
ス

諸
人
ノ
額
二
文
殊
卜
書
７
ヽヽ
ル
、
上
人
ノ
所
二
末
テ
其
面
７
ｉ
ア
、

御
房
ｒ
九
自
ノ
文
殊
ナ
レ
ハ
、
書
二
及
ハ
ス
ト
云
一ご

と
、
既
に
文
殊
と

自
ら
が
同
体
で
あ
る
事
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
を
自
ら
語

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
明
恵
が
自
上
の
峯
で
文
殊
か
ら

「持
戒
清
浄
印
明
」
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
は
極
め
て
高
く
、

明
恵
の
宗
教
体
験
上
、
最
重
要
の
出
来
事
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従

っ
て

「持
戒
清
浄
印
明
」
は
明
恵
教
学
上
も
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
の
相
承
に
関
し
て
も
大
き
な
意
義
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

２つ
。以
下
、
本
印
明
の
相
承
に
関
し
て
論
ず
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
、

諸
本
分
析
の
結
果
を
、
旧
稿
よ
り
略
述
し
て
お
く
。

①

「持
戒
清
浄
印
明
」
は
伝
本
に
よ

っ
て
様
々
な
位
相
を
見
せ
る
が
、

伝
本
の
位
相
と
血
詠
の
そ
れ
と
は
対
応
し
て
い
る
。

②
伝
本
上
、
多
く
の
口
伝
が
付
加
さ
れ
る
の
は
明
恵
か
ら
霊
典
に
授
け

ら
れ
た
系
譜
で
あ
り
、
こ
の
系
譜
が
最
も
早
く
高
山
寺
山
外
に
流
出
し

て
い
る
。

③
従
来
、
本
印
明
は
明
恵
の
後
、
喜
海

・
定
真

。
霊
典
と
い
っ
た
弟
子

達
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
伝
本
調
査
の
結
果
、

本
印
明
に
は
是
ま
で
知
ら
れ
て
無
か

っ
た
法
智

（性
実
）
の
系
統
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
③
の
法
智
に
繋
が
る
系
統
が
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
「持

戒
清
浄
印
」
の
成
立
時
の
意
義
付
け
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
大
き
な

意
味
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
で
は
旧
稿
と
の
重
複
を
厭
わ

ず
、
こ
の
点
を
詳
述
し
た
い
。

二
、
明
恵
か
ら
高
弟
四
人

へ

本
印
明
が
元
々
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
か
を
考
え
る
時
、

先
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
明
恵
が

一
体
誰
に
こ
の
印
明
を
伝
授
し
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
喜
海
、
定
真
、

霊
典
の
系
譜
は
既
に
指
摘
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
随
心
院
蔵
本
第
二
八

函
三
四
号
に
は

「
高
弁
―
法
智
」
と
続
く
血
脈
が
存
在
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
単
に
明
恵
か
ら
の
伝
授
が

一
人
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
止
ま
る

こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
法
智

へ
の
血
詠
の
存
在
に
よ

っ

て

「持
戒
清
浄
印
明
」
そ
の
も
の
の
役
割
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
な
く
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て
は
な
ら
な
く
な

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

明
恵
は
そ
の
最
晩
年
に

「
置
文
」
を
記
し
て
い
る
。
こ
の

「
置
文

（
Ｃ
）
」
に
は
、
明
恵
亡
き
後
の
高
山
寺
の
寺
院
運
営
に
つ
い
て
の
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
如
く
配
職
さ
れ
て
い
る
。

寺
主
　
空
達
房

「
東
坊
」

學
頭
　
義
林
房
　
「
悶
伽
井
坊
」

知
事
　
義
淵
房
　
「
池
坊
」

説
戒
　
円
道
房
　
「尾
崎
坊
」

同
　
法
智
坊
　
「
田
中
坊
」

即
ち
、
明
恵
の
定
め
た
寺
主
、
学
頭
、
知
事
、
説
戒
の
四
つ
の
職
に
そ

れ
ぞ
れ
、
定
真
、
喜
海
、
霊
典
、
性
実

（法
智
）
が
充
て
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
し
て
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
は
明
恵
寂
後
の

高
山
寺
を
任
せ
る
べ
き
四
人
に
授
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
説
戒
職
に
は
法
智
の
他
、
円
道
房
信
慶
も
充
て
ら
れ
て
い
る

が
、
信
慶
が

「持
戒
清
浄
印
明
」
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
無
く
、

こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
要
す
る
。

明
恵
の

「
置
文
」
は
現
在
三
種
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
寺
職
を
定
め

た
寛
喜
四
年

（
〓

〓
壬

し

正
月
十

一
日
、
示
寂
八
日
前

の

「置
文

（
Ｃ
）
」
の
他
に
草
案
が
二
種
あ
る
。
こ
の
三
種
の

「置
文
」
に
つ
い
て

は
、
田
中
久
夫
氏
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
、
そ
の
順
序
や
そ
こ
に
見
え

る
僧
の
位
置
づ
け
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
、
田
中
氏
の
分
析
に
従

っ

て
見
て
い
く
と
、
先
ず
最
初
の

「
置
文

（
纂
」

は
　
＾「裁
馳
別
所
ド
舞

申
付
久
住
者
五
人
子
細
事
」
と
し
て
、
「義
林
房

。
義
淵
房

。
上
見

一房

・
賓
智
房
、
富
初
本
山
共
住
之
同
法
也
、
又
近
年
依
遁
世
之
志
深
、

正
達
房
閣
梨
辞
本
山
、
隠
居
富
寺
、
」
と
あ
る
。
ま
た
、
次
の

「置
文

（ｂ
と

に
は

「富
寺
住
僧
中
／
勤
呆
　
士暑
海
　
定
員
　
″何
弁
　
性
賞

信
慶
／
此
七
人
中
六
人
者
、
高
尾
寺
昔
久
住
者
也
、
其
内
雲
典
法
師
、
」

と
あ
り
、
記
述
の
不
備
を
汲
ん
で
解
せ
ば
、
七
人
の
弟
子
の
名
を
挙
げ
、

そ
の
内
六
人
は
高
尾
神
護
寺
久
住
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る
勤
果
に
つ
い
て
田
中
氏
は

「或
い
は
正
達
房
の
諄
か

と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
さ
う
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
向
山
寺
代
々
記
』
の
中
に
勤
果
に
関
し
て

「高

尾
正
達
房
」
と
い
う
朱
記
が
あ
り
、
田
中
氏
の
推
測
は
確
定
し
て
良
い
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
三
種
の

「
置
文
」
に
挙
げ
ら
れ
た
弟
子
は
七
人

で
あ
り
、
そ
の
中
に

一
人
、
久
住
者
で
無
い
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「置
文

（
ｃ
と

に
は

「此
中
義
林
房

・
義
淵
房
、
営
初
之
高
雄

之
久
住
者
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
正
達
房
と
定
真
は
長
年
、
神
護
寺
に

住
持
し
て
い
た
。
更
に
、
「
置
文

（
ａ
と

は
久
住
者
五
人
の
名
を
挙
げ

て
お
り
、
そ
こ
に
名
の
あ
る
行
弁

・
性
実
も
久
住
と
認
め
ら
れ
る
。
と

す
れ
ば
、
久
住
者
で
な
い
の
は
、
円
道
房
信
慶
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
置
文

（
ｃ
と

の
寺
職
の
記
述
に
続
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

浄
見
房
、
営
寺
年
末
久
住
者
也
、
円
道
房
又
有
因
縁
住
寺
、
己
被

経
年
序
、
偶
申
付
説
戒
之
職
、

久
住
と
明
記
さ
れ
る
浄
見
房
に
対
し
、
円
道
房
は
高
雄
に
来
て
年
を
経

て
い
る
と
い
う
表
記
に
留
ま

っ
て
お
り
、
明
恵
の
い
う
久
住
の
弟
子
に

は
入

っ
て
居
な
か

っ
た
為
、
「
置
文

（
ａ
と

に
も
名
を
留
め
て
い
な
い
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と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
種
の

「置
文
」
を
見
て
も
、
明
恵
は
先
ず
最
初
に
喜
海

。
霊

典
に
つ
い
て
触
れ
、
幼
年
の
頃
よ
り
共
に
修
行
し
た
こ
の
二
人
を
非
常

に
重
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
「置
文

（
ｃ
と

に
は

「於
但
説
戒
仁
者
、

若
徒
他
所
末
住
人
、
有
其
能
徳
者
、
住
山
以
後
満
三
ヵ
年
後
、
可
被
勤

行
也
、
」
と
し
て
、
能
力
有
る
者
で
も
、
三
年
は
高
雄
に
止
住
し
な
く

て
は
説
戒
職
に
は
就
け
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
恵
の
同
法
重
視

の
姿
勢
の
表
れ
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら

「
置
文
」
の
記
事
を
勘
案
し
て
明
恵
が

「持
戒
清
浄
印
明
」

を
授
け
た
四
人
の
高
弟
を
み
た
と
き
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
高
山
寺
の
役

職
に
任
ぜ
ら
れ
、
更
に
長
年
修
行
を
共
に
し
た

「久
住
者
」
で
あ
り
、

明
恵
の
最
も
信
頼
し
た
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
臨
終
の
床
に

あ

っ
た
明
恵
は

「雲
典
フ
指
シ
テ
慈
救
冗
誦
セ
シ
ム
、
定
員
、
性
賓
、

慈
弁
フ
指
シ
テ
弥
勒
ノ
贅
号
ヲ
唱

ヘ
シ
ム
、
喜
海
文
殊
ノ
五
字
員
言
ヲ

誦
ス
、
」
（『行
状
Ｌ

と
い
う
こ
と
を
最
期
の
時
ま
で
行
わ
せ
て
お
り
、

こ
こ
に
も

「持
戒
清
浄
印
明
」
を
受
け
た
四
人
が
揃

っ
て
い
る
。
「持

戒
清
浄
印
明
」
は
非
常
に
限
ら
れ
た
高
弟
に
の
み
授
け
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
高
山
寺
及
び
明
恵
教
団
の
正
当
な
継
承
者
の
証
と
し
て
の
印
明
と

し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

三
、
そ
の
後
の
印
明
伝
授

四
人
の
高
弟
に
伝
授
さ
れ
た

「持
戒
清
浄
印
明
」
は
そ
の
後
更
に
そ

の
弟
子
に
伝
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は

「持
戒
清
浄
印

明
」
特
有
の
相
承
が
見
ら
れ
る
。
則
ち
、
随
心
院
蔵
本
第
六
〇
函

一
号

に
は

「喜
海
―
定
真
」
と
相
承
す
る
血
泳
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
相
承
は
通
常
か
ら
す
れ
ば
異
様
で
あ
る
。
真
言
血
泳
の
上

で
は
普
通
、
華
厳
宗
の
僧
で
あ
る
喜
海
は
顕
れ
な
い
が
、
例
え
ば

「
広

澤
血
泳
栂
尾
流
」
で
は
明
恵
の
弟
子
と
し
て
、
喜
海
と
定
真
は
兄
弟
弟

子
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
「勧
修
寺
流
又
号
栂
尾
流
」
等
で
は
、

定
真
は
興
然
の
血
豚
も
相
承
し
て
お
り
、
明
恵
と
は
兄
弟
弟
子
の
関
係

に
も
あ
る
。

つ
ま
り
真
言
血
詠
の
上
で
は
、
定
真
か
ら
す
れ
ば
、
喜
海

が
自
ら
の
法
脈
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
更

に

『
高
山
寺
代
々
記
』
の
喜
海
の
項
に
は
、
「空
達
房
付
法
」
と
あ
り
、

「定
真
―
喜
海
」
と
い
う
血
詠
は
あ

っ
て
も
逆
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
事
実
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
以
外
で
こ
の
よ
う
な
血
詠
は
管
見

に
及
ば
な
い
。
で
は

一
方
、
華
厳
血
詠
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
定
真

が
華
厳
の
血
詠
に
名
を
連
ね
る
例
を
知
ら
な
い
。
唯

一
「華
厳
血
脈
」

に
は
、
高
弁
の
弟
子
と
し
て
喜
海
を
始
め
と
す
る
十
数
名
が
名
を
連
ね

る
中
に

「貞
員
」
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
定
真
そ
の
人
で
あ
れ
ば
、
華

厳
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
て

明
恵
か
ら
の
伝
授
で
あ
り
、
喜
海
が
定
真
の
師
と
な
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の

一
種
異
様
な
血
泳
を
解
す
る
た
め
に
は
、
明
恵

教
団
内
の
喜
海
と
定
真
の
位
置
関
係
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

喜
海
は
霊
典
と
共
に

「義
林
房
従
幼
年
被
積
聖
教
稽
古
之
勤
、
義
淵

一房
被
営
寺
土
木
功
、
」
（「置
文

（ｂ
）し

に
み
ら
れ
る
如
く
、
幼
少
の
こ

ろ
よ
り
明
恵
と
行
動
を
共
に
し
た
同
行
で
明
恵
の
評
価
も

「
霊
典
法
師
、
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殊
営
当
寺
土
木
之
功
、
巧
諸
人
止
住
之
計
、
喜
海
法
師
、
守
護
正
教
習

学
法
文
、
為
諸
人
之
導
師
、
当
寺
人
法
仏
法
之
繁
昌
、
偏
依
此
両
人
之

功
労
也
」
翁
置
文

（
３
し

に
見
ら
れ
る
如
く
非
常
に
高
い
。　
一
方
定

真
は
も
と
神
護
寺
に
い
て
、
寛
喜
元
年

（
〓

〓
一九
）
二
局
雄
に
還
住

し
な
い
旨
の
起
請
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時

よ
り
神
護
寺
か
ら
高
山
寺
に
籍
を
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
高
弟
内
の
位
置
関
係
で
は
明
恵
最
晩
年
に
な

っ
て
よ
う
や
く

重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
と
い
え
る
。
「
置
文
」
で
は
、
最

終
的
に
は
寺
主
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
喜
海
や
霊
典
が
特
筆

さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
定
真
は
名
を
止
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

明
恵
は

「
置
文
」
の
中
で

「此
中
於
寺
主
職
者
、
雖
可
譲
与
義
林
房
、

愚
身
柳
欲
有
所
存
滅
縁
務
之
虎
、
義
林
房
為
寺
主
職
者
、
尚
恐
於
愚
身

之
虎
不
去
縁
務
、
依
之
所
補
他
人
也
」
∩
置
文

（
３
し

と
し
て
、
本

来
喜
海
が
順
当
で
あ
る
と
こ
ろ
の
寺
主
職
に
定
真
を
充
て
て
い
る
の
で

あ
る
。
従

っ
て
明
恵
教
団
内
で
は
、
喜
海
の
方
が
定
真
よ
り
も
実
質
的

に
は
重
き
を
成
し
て
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
が
密

教
の
印
明
と
し
て
で
は
な
く
、
明
恵
独
自
の
高
山
寺
内
の
印
明
で
あ

っ

て
こ
そ
、
「喜
海
―
定
真
」
と
い
う
相
承
を
明
記
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
と
い
え
よ
う
。

続
い
て
、
明
恵
か
ら
直
弟
子
四
人
に
伝
授
さ
れ
た
印
明
が
、
そ
の
後

ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
を
見
て
み
る
と
、
喜
海
か
ら
の

血
詠
は
定
真
に
い
く
も
の
の
他
に
、
恵
月
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
恵
月

以
下
、
高
祐
ま
で
は
ほ
ぼ
順
当
に
十
無
尽
院
に
相
承
さ
れ
て
き
た
こ
と

が

『高
山
寺
代
々
記
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
定
秀

・
然

経
と
相
承
す
る
が
、
冒
向
山
寺
代
々
記
』
に
よ
れ
ば
、
高
祐
は
十
無
尽

院
第
七
世
に
な
り
、
第
八
世
は
行
英
上
人
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
間
に
然
経
の
名
が
見
ら
れ
、
然
経
は
定
秀
の
付
法
で
あ

っ

た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
お
よ
そ
然
経
ま
で
は
十
無
尽
院

代
々
が
相
承
し
て
き
た
こ
と
が

『高
山
寺
代
々
記
』
と
の

一
致
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

定
真
の
系
譜
は
方
便
智
院
を
継
承
す
る
仁
真
に
伝
授
さ
れ
る
が
、
そ

の
後
、
方
便
智
院
第
二
世
仁
弁
に
は
伝
授
さ
れ
ず
に
、
経
弁
に
伝
授
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も

『高
山
寺
代
々
記
』
の
経
弁
の
項
に
仁
真

の
付
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
栂
尾
流
の
血
詠
も

仁
真
か
ら
経
弁
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
相
承
は

妥
当
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
経
弁
に
至

っ
て
喜
海

と
定
真
の
系
譜
は

一
本
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
法
智
房
性
実
の
系
譜
を
見
て
み
る
と
、
善
財
院
開
基
の
法
智
の

後
、
禅
智
、
珍
恵
と
相
承
し
て
い
る
が
、
『善
財
院
血
詠
』
に
よ
れ
ば
、

禅
智
は
第
二
世
、
珍
恵
は
第
四
世
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
雲
果
か

ら
宥
全
ま
で
は
如
何
な
る
法
系
か
不
明
で
あ
る
が
、
建
徳
二
年
に
伝
受

し
た
宥
快
よ
り
以
降
は
安
祥
寺
流
の
血
泳
と
の

一
致
を
み
る
。

霊
典
の
系
譜
は
覚
薗
院
を
受
け
継
ぐ
盛
遍
に
伝
授
さ
れ
た
後
、
円
証

と
良
含
の
系
譜
に
分
か
れ
る
。
円
証
の
系
譜
は
円
証
―
静
基
―
乗
信
と

続
き
、
で
同
山
寺
代
々
記
』
に
は
、
妙
峯
山
院
の
第

一
世
と
し
て
乗
信

の
名
が
見
え
る
が
、
あ
と
は
不
明
で
あ
る
。
良
含
の
系
譜
は
、
詳
し
く
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は
旧
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
金
沢
称
名
寺
湛
叡
や
東
寺
果
宝
を

経
て
、
仁
和
寺
に
入

っ
て
い
き
、
そ
こ
で
喜
海
や
定
真
の
系
譜
と
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
早
く
に
高
山
寺
外
に
出
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
喜
海
、
定
真
、
霊
典
、
法
智
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
が
開

基
と
な

っ
て
い
る
塔
頭
の
継
承
者
に

「持
戒
清
浄
印
明
」
を
伝
授
し
て

い
る
。
そ
の
後
も
各
系
譜
に
よ

っ
て
差
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も

明
恵
の
孫
弟
子
ぐ
ら
い
ま
で
は
ど
の
系
譜
も
高
山
寺
塔
頭
の
継
承
と

「持
戒
清
浄
印
明
」
の
伝
受
が
重
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と

は
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
が
、
明
恵
教
団
の
正
当
な
継
承
者
に
与
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
お
り
、
当
初
は
高
山
寺
内
の
最
重
要
の
印

明
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
霊
典
の
系

譜
を
は
じ
め
と
し
て
、
徐
々
に
高
山
寺
外
に
流
出
し
て
い
く
事
と
な
る
。

そ
の

一
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
霊
典
の
系
譜
が
禅
宗
に
入

っ
て
行
く

経
路
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

霊
典

の
系
譜
に
は
旧
稿
で
触
れ
た
も
の
以
外
に
、
「盛
遍
―
良
含

静
基
―
円
老
―
静
観
―
俊
倫
―
周
鮫
―
肯
翁
真
恵
―
中
訓
」
と
続
く
系

譜
が
あ
る
。
こ
れ
は

『
達
磨
相
承

一
心
戒
儀
軌
』
に
記
さ
れ
る

「持
戒

清
浄
印
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
静
観
は
西
大
寺
長
老

の
静
観
で
あ
る
が
、
随
心
院
蔵
第
六
函
三
八
号
等
の

「持
戒
清
浄
印

明
」
に
は
湛
叡
の
識
語
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

私
云
菩
薩
∠
二
衆
浄
戒
自
誓
受
ノ
之
義
出
ニタ
リ
占
察
経
〓

雖
レ
然
ト

上
人
之
時
分
ハ
人
未
レ
知
レ
之
西
大
寺
ノ
思
円
上
人
容
尊
始
テ
決
二
定

シ
玉
フ
之
フ
已
二
自
誓
受
戒
ス
必
又
應
レシ
授
二
干
他
一
此
故
二
従
他
受
戒

ノ
之
義
治
定
セ
リ
後
人
勿
レレ
惑
勿
レレ
怪
ム
コ
ト

西
大
寺
の
叡
尊
が
本
印
明
の
自
誓
受
戒
を
始
め
た
と
す
る
記
事
で
あ
る

が
、
こ
の
湛
叡
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
記
事
は
、
次
の
良
含
の
も
の
と

思
わ
れ
る
口
伝
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

彼
ノ
寺
栂
尾
上
人
之
時
ョ
リ
讀
テ
梵
網
経
つ
自
云
テ
能
ク
持
ッ
能
持

・用
す

自
誓
受
戒
ノ
作
法
つ
別
二
元
シ
師
博
受
戒
ノ
作
法

・但
シ
至
一項
今
ノ
因

明
等
一
不
り
ヵ
聴
身
自
受
フ
故
二
必
ス
可
三
侍
二
受
文
・也
彼
ノ
梵
網
ノ
戒

世
二
絶
テ
無
斗
ヵ
相
博
ス
ル
之
戒
師
・故
二
作
二
自
誓
ノ
義
フ
也
・ム云

栂
尾
で
は
こ
の
印
明
を
他
と
は
区
別
し
て
、
自
受
戒
を
許
さ
な
か

っ
た

が
、
相
伝
す
る
戒
師
が
居
な
く
な
っ
た
為
に
自
誓
の
義
を
作

っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
如
く
、
明
恵
教
団
継
承
の
最
重
要
秘
印
と
し

て
、
限
ら
れ
た
弟
子
だ
け
が
授
け
ら
れ
た
印
明
で
あ

っ
た
が
、
後
世
広

く
流
布
す
る
原
因
が
叡
尊
に
あ
る
と
す
る
の
は
興
味
深
い
。

ま
た
更
に
、
随
心
院
蔵
第

一
四
〇
函
二
六
号
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

己
下
数
人
之
奥
書
重
々
多
之
今
旦
署
之
耳
右
本
者
高
野
宝
亀
院
有

之
則
彼
本
西
大
寺
興
正
　
文
殊
ョ
リ
授
給
三
衆
浄
戒
三
摩
耶
戒
灌

頂
印
明
与
是

一
具
書
巻
本
也

こ
れ
に
よ
る
と
高
野
山
宝
亀
院
に
は

「持
戒
清
浄
印
明
」
と
叡
尊
が
文

殊
よ
り
授
か

っ
た

「
三
衆
浄
戒
三
摩
耶
戒
灌
頂
印
明
」
を

一
具
の
巻
子

と
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
よ
り
、
「持
戒
清
浄
印
明
」
の
流
布
に
西
大
寺
の
叡

尊
教
団
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
更
に
静
観
の
後
、
俊
倫
を
経
て
、

西
芳
寺
の
碧
渾
周
校
に
受
け
継
が
れ
る
。
こ
こ
に
至

っ
て

「持
戒
清
浄
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印
明
」
は
夢
窓
派
に
も
流
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
窓
と
明
恵
を
結

び

つ
け
る
も
の
と
し
て
は
、
『
邪
抄
問
答
抄
』
が
あ
り
、
彼
の
書
は
夢

窓
の

『
夢
中
間
答
集
』
の
抜
き
書
き
を
明
恵
に
仮
託
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
以
前
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
叡
尊
教
団
や
夢
窓
派

の
明
恵
関
係
書
籍
と
の
交
差
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の
明
恵
伝
形

成
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
今
後
の
課
範
と
な
ろ
う
。

周
校
の
後
に
伝
受
し
た
肯
翁
真
恵
と
は
光
明
法
皇
の
こ
と
で
、
そ
し

て
こ
れ
ら
全
て
を
夢
窓
派
の
無
相
中
諏
が
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

南
北
朝
期
に
は
王
権
に
ま
で
達
し
た
印
明
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ

の
後
の
流
布
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
、
説
話
の
生
成
と
印
明
の
流
布

で
は
次
に
納
富
氏
が
叡
山
文
庫
本
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た

「持
戒
清
浄

印
明
功
徳
因
縁
」
と
い
う
説
話
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
納
富

氏
は

「横
浜
宝
生
寺
蔵

『
持
戒
清
浄
口
侍
』
と
鎌
倉
青
蓮
寺
蔵

『
戒
陀

羅
尼
儀
軌
』
は
、
本
書
と
伝
写
の
系
統
を
異
に
し
、
い
ず
れ
も
相
互
に

字
句
の
出
入
り
が
認
め
ら
れ
る
。
」
と
し
、
異
本
間
の
異
同
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
随
心
院
蔵
の
五
伝
本
、
及
び
善
通
寺
蔵
の

一
本
も
ま
た
、

字
句
の
出
入
り
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
、
随
心
院
蔵
の
二
本
と
善

通
寺
蔵
の

一
本
は
二
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
話
構
成
の
伝

本
で
は
、　
一
話
と
二
話
の
間
に
第

一
話
に
対
す
る
事
後
談
と
書
写
奥
書

が
あ
り
、
こ
の
形
態
が
原
形
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
説
話

を
持

つ
伝
本
の
系
統
を
見
る
と
、
霊
典
系
の
中
で
も
浄
厳

へ
と
繋
が
る

系
譜
の
伝
本
が
叡
山
文
庫
本
を
含
め
て
、
五
本
を
数
え
る
。
残
る
二
本

は
法
智
系
に
属
す
る
。
し
か
し
、
古
体
と
思
わ
れ
る
二
話
構
成
の
三
伝

本
に
限
れ
ば
、
法
智
系
の
二
本
が
注
目
さ
れ
る
。

本
説
話
の
舞
台
は
高
野
山
智
庄
厳
院
で
、
登
場
す
る
僧
は
全
て
高
野

山
の
僧
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
恐
ら
く
高
野
山
で
制
作
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
制
作
時
期
は
、
文
明
十
九
年

（
一
四
八
七
）
の

出
来
事
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
永
正
十
七
年

（
一
五
二
〇
）
に
記
し
た
と

あ
る
。
と
す
る
と
、
文
明
十
九
年
以
前
に
本
印
明
が
高
野
山
で
説
話
の

形
成
に
繋
が
る
程
の
認
知
を
得
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
、

喜
海
と
定
真
の
系
譜
は

一
本
化
さ
れ
て
、
十
無
尽
院
に
受
け
継
が
れ
て

い
た
が
、
文
明
二
年
に
仁
和
寺
心
連
院
の
信
厳
が
印
明
の
伝
受
を
し
て

い
る
。
こ
の
後
、
こ
の
系
譜
も
拡
散
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
未
だ
高
山

寺
か
ら
仁
和
寺
に
出
た
に
過
ぎ
な
い
時
期
で
あ
る
。
霊
典
の
系
譜
は
金

沢
称
名
寺
か
ら
東
寺
に
入
る
も
の
と
、
関
東
に
留
ま
り
浄
厳

へ
と
繋
が

る
も
の
に
分
か
れ
る
が
、　
一
話
構
成
の
伝
本
を
持

つ
浄
厳
に
至
る
系
譜

は
、
応
永
二
十
二
年

（
一
四
一
五
）
に
凝
心
が
称
名
寺
で
書
写
伝
受
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
法
智
の
系
譜
は
、
先
に
も
述
べ
た
が
、

善
財
院
四
世
珍
恵
以
降
の
五
代
は
如
何
な
る
人
物
か
不
明
で
あ
る
も
の

の
、
そ
の
後
安
祥
寺
宥
快
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
随
心
院
聖
教
第

二
十
八
函
三
四
号
に
見
え
る
。

建
徳
二
年
辛
亥
七
月
廿
五
日
於
高
野
山

一
心
院
金
光
院
受
之
　
　
　
宥
快

こ
れ
に
よ
り
法
智
の
系
譜
が
建
徳
二
年

（
〓
二
七

こ

の
段
階
で
高
野
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山
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宥
快
以
降
は
安
祥
寺
流
の
血
脈

と
印
明
の
相
承
は

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宥
快
は
高
野
山
宝
性

院
の
住
持
も
兼
ね
て
お
り
、
以
降
安
祥
寺
と
宝
性
院
は
兼
務
さ
れ
て
い

く
こ
と
と
な
る
。
則
ち
、
法
智
の
系
譜
は
少
な
く
と
も
建
徳
二
年
以
降

は
高
野
山
で
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
法
智
系
の
二
伝
本
に
記
さ
れ
る
二
話
構
成
の
説
話
が
古
体
と
考

え
ら
れ
る
事
も
勘
案
す
る
と
、
本
説
話
は
文
明
十
九
年
以
降
に
高
野
山

宝
性
院
周
辺
で
、
法
智
系
の
印
明
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

明
恵
の
悲
壮
と
も
言
え
る
覚
悟
の
果
て
に
結
実
し
た
宗
教
体
験
に
起

因
す
る

「持
戒
清
浄
印
明
」
は
、
そ
れ
故
に
高
山
寺
内
の
最
重
要
の
印

明
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
恵
に
と

っ
て
も
、
そ
れ
を
授
か

っ
た

弟
子
に
と

っ
て
も
、
そ
の
貴
重
さ
故
、
恐
ら
く
秘
印
と
さ
れ
、
筆
録
さ

れ
る
こ
と
は
無
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『行
状
』
を
は
じ
め
と
し
て
、

当
代
資
料
に
こ
の
印
明
に
つ
い
て
書
か
れ
る
事
が
無
い
の
は
あ
る
意
味

当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
代
、
印
明
の
流
出
と
と
も
に
筆
記
さ
れ
て

い
く
が
、
そ
の
記
述
に
は
、
内
容
こ
そ
大
差
無
い
も
の
の
、
表
現
方
法

に
差
が
見
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
こ
れ
が
口
伝
で
あ

っ
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
よ
う
。

明
恵
教
団
の
衰
退
と
共
に
、
こ
の
印
明
も
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

随
心
院
聖
教
第
二
十
六
函
二
十
七
号
、
外
題

「
博
流
印
信
口
決
」
、
内

題

「
印
可
井
諸
大
事
博
受
記
」
に
は
そ
の
様
子
が
伺
え
る
。

仲
盛
信
厳
宏
盛
真
性
以
上
四
人
ハ
皆
心
蓮
院
ノ
住
持
也
真
性
ハ
後
ニ

改
レヲ
名
ヱ
不
一倉
恰
一
時
二
兵
乱
起
テ
仁
和
寺
ノ
堂
塔
院
室
等
悉
ク

罹
動
ヵ
兵
火

一
故

二
累
代
ノ
聖
教
多
ク
ハ
焼
失
ス
働
テ
法
流
将
二
断

絶
）
ン
ト
愛
・墓
ユ
岬
節
麗
笙
奎
琴
薫
´
“
話
題
７
■
院
つ
故
避
り
乱
ヲ

隠
勒
栂
尾
山
一
千
レ
時
同
山
善
財
院
悶
伽
井
ノ
坊
二
有
二
菊
淵
閣
梨
ト

云
人
一字
ニナ
ス
堂
隆
房
「
此
ノ
人
雖
二
職
位
低
″
器
量
頗
ル
　
堪
彩
り
受

法
一
奇
恰
法
印
深
ク
恐
ニテ
大
法
ノ
墜
″
コ
ト
フ
地
二
所
レノ
蘊
ム
秘
密
ノ
印

璽
割
回
雪
り
虜
用
嚇
閣
梨
謹
テ
承
二
法
印
ノ
丁
嘱
フ
病
二
待
ニッ
仁
和
復

興
之
時
フ
其
ノ
後
遷
乱
漸
ク
治
テ
仁
和
ノ
寺
院
再
ヒ
興
ル
於
レ
是
二
菊
淵

閣
梨
以
二
蒼
恰
法
印
ノ
遺
法
フ
付
二
属
ス
心
蓮
院
権
僧
正
宥
厳
一ガ

々

博
二
付
ス
菩
提
院
法
務
大
僧
正
信
遍
一．
々
々
授
二
与
ス
真
乗
院
法
務

大
僧
正
孝
源
大
和
尚
一
　

（以
下
略
）

著
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
貞
享
年
間
に
自
ら
が
受
け
た
印
信
に
関
す
る

口
伝
を
記
録
し
て
い
る
。
傍
線
を
付
し
た
人
物
は

「持
戒
清
浄
印
明
」

の
伝
受
が
確
認
で
き
る
人
物
で
あ
る
。
「秘
密
ノ
印
璽
」
と
さ
れ
る
も

の
の
中
に
は

「持
戒
清
浄
印
明
」
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
信
厳

以
降
の
印
明
の
流
れ
の

一
端
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同
じ
資
料
の
別
の
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
み
ら
れ
る
。

口
決
二
冊
／
別
有
レ
之
〉
栂
尾
明
慧
上
人

ノ
相

博
也
自
身
引
導
大
事
　
此
レ
ハ
是
レ
山
門
ノ
相
博
也

右
二
種
ハ
近
代
ノ
所
博
・ラ
テ
廣
沢
方
ノ
諸
師
多
ハ
授
二
受
ス
ル
之
・也

「持
戒
清
浄
印
信
」
に
つ
い
て

「
近
代
ノ
所
侍

ラ́
テ
廣
沢
方
ノ
諸
師
多
ハ



授
二
受
ス
ル
之

・也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
既
に
広
沢
方
に
広
く
流
布
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に

「近
代
ノ
所
博
」
だ
と
い
う
記
述
も
重

要
で
あ
る
。
本
書
が
書
か
れ
た
貞
享
年
間

（
王
ハ
八
四
～
）
は
、
十
無

尽
院
代
々
の
伝
受
が
途
切
れ
た
後
、
信
厳
を
経
て
、
室
町
後
期
か
ら
江

戸
初
期
に
か
け
て
広
範
に
流
布
し
て
い
た
時
期
と
言
え
る
。

随
心
院
聖
教
第
七

一
函

一
六
号
六
に
は
寛
永
七
年

（
三
舎

一〇
）
の

顕
證
の
識
語
が
あ
り
、
「雖
印
信

一
致
示
相
承
之
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
印
信
は

一
致
し
て
い
る
が
相
承
の
違
う
伝
本
が
あ
り
、
血
詠

の
部
分
だ
け
二
種
類
記
し
た
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
随
心
院
聖
教

第
七

一
函

一
六
号
四
に
は
同
じ
く
顕
證
の
慶
安
二
年

（
三
ハ
四
九
）
の

識
語
に
、
「都
賀
尾
僧
流
本
」
を
書
写
し
た
が
、
「
地
蔵
院
本
」
で
校
合

し
た
旨
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
寛
永
七
年
書
写
本
に
は
説
話
は
つ
い
て

お
ら
ず
、
慶
安
二
年
書
写
本
に
は
説
話
が

つ
い
て
い
る
。

ま
た
、
随
心
院
聖
教
第
二
八
函
三
二
／
三
二
／
三
四
号
は
元
文
三
年

２

七
三
八
）、
宥
性
書
写
本
で
あ
り
、
二
話
構
成
の
説
話
を
持
ち
、
法

智
の
系
詠
の
伝
本
で
あ
る
。
随
心
院
聖
教
第
六
函
二
十
八
号
は
同
じ
く

宥
性
の
元
文
五
年
の
識
語
を
有
す
る
が
、　
一
話
構
成
の
説
話
を
持
ち
、

喜
海
の
系
は
を
記
す
伝
本
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
期
に
は
、
各
伝
本
が
収
集
さ
れ
校
合
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
汲
み
取
れ
、
真
言
密
教
の
印
明
と
し
て
広
ま
る

一
方

で
、
説
話
も
付
加
さ
れ
、
真
言
功
徳
、
観
音
信
仰
、
亡
者
追
善
の
印
明

と
し
て
江
戸
期
を
通
し
て
広
く
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注（１
）
こ
の
章
句
は
既
に
注

（３
）
の
田
中
論
で

『仁
和
寺
文
書
』
（史
料
編
纂

所
本
十
四
）
の
包
紙
に
あ
る
章
句
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
随
心

院
蔵

「持
戒
清
浄
印
信
」
２

四
〇
函
三
二
号
）
に
は
こ
の
部
分
だ
け
を
抄

書
し
た
折
紙
が
あ
り
、
そ
の
奥
書
に
は

「
凡
此
文
言
本
之
印
信
之
曇
紙
写
之

／
明
暦
三
二
酎
酉
年
四
月
十
五
日
金
剛
佛
子
信
遍
」
と
あ
り
、
や
は
り
包
紙

に
あ
っ
た
も
の
と
わ
か
る
。

（２
）
「持
戒
清
浄
印
明
」
は
非
常
に
多
く
の
異
称
を
も
つ
が
、
本
稿
で
は
特
記

な
い
限
り
、
全
て

「持
戒
清
浄
印
明
」
と
し
て
扱
う
。

（３
）
田
中
久
夫

「持
戒
清
浄
印
明
に
つ
い
て
」
『金
沢
文
庫
研
究
』

一
一
九

・

一
二
〇

。
一
二

一
号

一
九
六
六
年
。
↓

『鎌
倉
仏
教
雑
考
』、
『
明
恵
讃
仰
』

二
七
号
に
再
録
。
納
富
常
天

「
明
恵
の

『持
戒
清
浄
印
明
』
に
つ
い
て
」

『金
沢
文
庫
研
究
』
二
六
二
号

一
九
八
〇
年
。
↓

『金
沢
文
庫
資
料
の
研
究
』
、

『
明
恵
讃
仰
』
二
七
号
に
再
録
。

（４
）
拙
稿

「
『持
戒
清
浄
印
明
』
に
お
け
る
相
承
と
展
開
」
「
仏
教
修
法
と
文

学
的
表
現
に
関
す
る
文
献
学
的
考
察
―
夢
記

・
伝
承

。
文
学
の
発
生
―
』
荒

木
浩
　
平
成
１４
年
度
～
１６
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

〔基
盤
研
究
Ｃ

（２
と

研
究
成
果
報
告
書
二
〇
〇
五
年
二
月
）
。
こ
の
旧
稿
に
は

「持
戒
清
浄
印
明
」

の
諸
相
を
出
来
る
限
り
収
め
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
資
料
と
し
て
一
つ
の
血

脈
系
図
を
作
成
し
た
。
併
せ
て
参
観
さ
れ
た
い
。

（５
）
松
本
保
千
代

「施
無
畏
寺
文
書
三
　
明
恵
上
人
遺
跡
卒
塔
婆
尊
主
名
注

進
」
（
明
恵
讃
仰
』
四
号

一
九
二
九
年
二
月
　
明
恵
上
人
讃
仰
会
）

（６
）
『明
恵
上
人
資
料
第

一
』
響
同
山
寺
明
恵
上
人
行
状
」
（仮
名
行
状
）
に
よ

る
が
、
便
宜
上

一
部
改
変
し
た
部
分
も
あ
る
。
以
下
、
『行
状
』
引
用
は
こ

れ
に
よ
る
。

（７
）
『高
山
寺
古
文
書
』
に
よ
る
が
、
便
宜
上

一
部
改
変
し
た
部
分
も
あ
る
。
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以
下

「置
文
」
引
用
は
こ
れ
に
依
る
。
尚
、
三
種
あ
る

「置
文
」
は
田
中
氏

比
定
の
成
立
順
に
よ
り
、
（
ａ
）
第

一
部
四
三
、
（ｂ
）
第

一
部
四
二
、
（
Ｃ
）

第
二
部

一
〇
と
区
別
し
た
。

（８
）
田
中
久
夫

「明
恵
上
人
の
置
文
」
「
鎌
倉
仏
教
雑
考
』

一
九
八
二
年
二

月
）

（９
）
冒
同
山
寺
代
々
記
』
は
現
在
次
の
三
種
類
確
認
さ
れ
て
い
る
。
宮
向
山
寺

縁
起
』
附
載
記
事

（『明
恵
上
人
資
料
第

一
』
所
収
）
。
コ
同
山
寺
代
々
記
』

（村
上
素
堂
編

『
『調
峨
麺
明
恵
上
人
』
収
載
）
・
Ｆ
同
山
寺
代
々
記
』
（宮
澤
優

雅
翻
刻

『高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
報
告
論
集
』
平
成
六
年
、
収
載
）。

本
稿
で
は
、
宮
澤
氏
翻
刻
に
依
り
な
が
ら
適
宜
他
を
参
照
し
た
。

（１０
）宮
澤
氏
翻
刻
の

『高
山
寺
代
々
記
』
の
善
財
院
第

一
世
法
智
上
人
の
記
事

に
「
（朱）媚睾
肛
雫一Ｅ
」
と
あ
る
。

（
１１
）
『
明
恵
上
人
資
料
第
二
』
所
収
。

（
‐２
）
同
右
。

（‐３
）
同
右
。

（‐４
）
同
右
。

（‐５
）
玉
村
竹
二

「
日
本
薄
宗
史
の
一
側
面
を
物
語
る
聖
教
奥
書
三
則
―
無
相
中

訓
の
行
履
を
中
心
と
し
て
―
」
「
駒
沢
史
学
七
』

一
九
五
八
年

一
二
月
↓

『
日
本
禅
宗
史
論
集
下
三
し
。
以
下
、
『達
磨
相
承

一
心
戒
儀
軌
』
は
玉
村
論

に
依
る
。

（‐６
）拙
稿

「
明
恵
上
人
仮
託
偽
書

『邪
正
間
答
抄
』
と
そ
の
伝
本
」
「
佛
教
文

学
』
第
二
六
号

（佛
教
文
学
会
）
二
〇
〇
二
年
三
月
）。

（・７
）注

（１５
）
玉
村
論
に
依
る
。

（‐８
）中
訓
に
つ
い
て
、
玉
村
氏
は
更
に
、
勘
修
寺
本

『大
日
如
来
金
口
所
説

一

行
法
身
即
身
成
仏
経
』
に
も
中
訓
の
識
語
が
見
ら
れ
る
事
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
宝
寿
院
に
も
異
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
経
に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「
三
宝
院
流
偽
経
生
成
の

一
端
―
随
心
院
蔵
即
身
成
仏
経
の
周
辺
―

附

。
随
心
院
蔵

『録
外
秘
密
経
軌
目
録
ヒ

翁
小
野
随
心
院
所
蔵
の
密
教
文

献

・
図
像
調
査
を
基
盤
と
す
る
相
関
的

・
総
合
的
研
究
と
そ
の
探
求
』
二
〇

〇
四
年
度
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
共
同
研
究
　
研
究
成
果
報
告
書
二

〇
〇
五
年
二
月
）
で
、
そ
の
成
立
か
ら
伝
播
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
『邪
抄

問
答
抄
』
。
「持
戒
清
浄
印
明
」
を
含
め
た
夢
窓
派
に
よ
る
密
教
摂
取
の
問
題

は
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。
写
本
確
認
の
上
後
稿
を
期
し
た
い
。

（
な
か
や
ま

・
か
ず
ま
ろ
　
本
学
大
学
院
特
任
研
究
員
）
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